
災害避難所における新型コロナ感染症対策
 避難所での新型コロナ感染症対策

避難所 入口で検温
平熱 の場合

当該避難所に収容

▽ソーシャルディスタンスによる 
 避難所の配置。
▽医師による見回り。
（健康チェック）
▽毎日、検温チェック。
▽マスク着用、手洗い励行の確認。

有熱 の場合

[Ⅰ]

[Ⅱ]
発熱者避難所の運営
（発熱者を含む家族は特別避難所に収容）

抗原検査

▽家族単位で距離を確保した間仕切りスペースに収容する。（ソーシャルディスタ
ンスの厳重化）
▽抗原検査のためのスペースを確保の上、間仕切り等で隔離し抗原検査を実施する。

[Ⅲ]

発熱外来の約束処方にて経過観察
し、翌日、主治医または適切な医
療機関を受診

陰性 の場合

▽検査キットは公立相馬総合病院または相馬中央病院よ
 り臨時提供を受ける。（後に精算）
▽有熱者を含む家族避難所の一角に、厳重に間仕切りを
 したスペースを確保し、受検者及び検査手技者の動線
 を整理する。
▽検査手技者は医師1名、助手は保健師1名とし、市発熱
 外来の休日当番医師に臨時出勤を依頼する。保健師は、
 保健センターより出張とする。
▽十分な感染防止のため、フェイスシールド、マスク、
 手袋、防護服を準備する。
 ※防護服は、感染者発生の場合はその場で使い捨てと
  する。

医大の指揮の下に搬送

陽性 の場合
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